
（歳入） 地方消費税交付金（社会保障財源化分） 181,948 千円
（歳出） 社会保障施策に要する経費 2,215,287 千円

（単位：千円）

国県支出金 地方債 その他
地方消費税交付金
(社会保障財源分)

その他

高 齢 者 福 祉 事 業 38,327 874 0 15,954 3,224 18,275

障 害 者 福 祉 事 業 325,789 106,119 0 3,734 32,382 183,554

児 童 福 祉 事 業 775,125 370,965 87,299 106,665 31,521 178,675

母 子 福 祉 事 業 14,041 3,529 0 6,792 558 3,162

小 計 1,153,282 481,487 87,299 133,145 67,685 383,666

介 護 保 険 事 業 262,462 22,169 0 0 36,035 204,258

国 民 健 康 保 険 事 業 160,548 74,636 0 484 12,811 72,617

後期高齢者医療事業 257,391 48,482 0 0 31,328 177,581

小 計 680,401 145,287 0 484 80,174 454,456

健 康 増 進 事 業 555 76 0 0 72 407

病 院 事 業 234,383 0 4,800 44,901 27,695 156,987

疾 病 予 防 事 業 127,364 86,275 0 7,879 4,980 28,230

医療提供体制確保事業 19,302 328 0 10,025 1,342 7,607

小 計 381,604 86,679 4,800 62,805 34,089 193,231

2,215,287 713,453 92,099 196,434 181,948 1,031,353

※地方消費税交付金（社会保障財源分）は、各事業に要する一般財源の比率に応じて按分して充当しています。

社 会 福 祉

社 会 保 険

保 健 衛 生

合 計

※事務費及び事務職員の人件費（サービス提供に直接従事しない職員分）は除いています。

地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられる社会保障施策に要する経費について

　消費税率が、平成２６年４月１日より５％から８％へ、令和元年１０月１日より１０％へ引き上げられました。この消費税の増収分については、その使途を明
確化し、社会保障施策に要する経費に充てるものとされています。
　令和３年度土庄町一般会計決算における社会保障施策に要する経費への充当状況については、次のとおりです。

事 業 名 経 費

財源内訳
特定財源 一般財源


